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議案第１２８号

川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条

例

（川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部改正）

第１条 川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関する条例（昭和４２年条例第

５号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「１００分の１５５」を「１００分の１５０」に改める。

第２条 川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関する条例の一部を次のように

改正する。

第６条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１４５、１２月

に支給する場合においては１００分の１５０」を「１００分の１４７．５」に改

める。

（川口市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正）

第３条 川口市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４２年条例第１６号

）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「１００分の１５５」を「１００分の１５０」に改める。

第４条 川口市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正す

る。

第６条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１４５、１２月

に支給する場合においては１００分の１５０」を「１００分の１４７．５」に改

める。

（川口市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正）

第５条 川口市上下水道事業管理者の給与等に関する条例（昭和４２年条例第３４

号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「１００分の１５５」を「１００分の１５０」に改める。

第６条 川口市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を次のように改正

する。

第６条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１４５、１２月

に支給する場合においては１００分の１５０」を「１００分の１４７．５」に改
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める。

（川口市常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部改正）

第７条 川口市常勤の監査委員の給与等に関する条例（平成５年条例第９号）の一

部を次のように改正する。

第６条第２項中「１００分の１５５」を「１００分の１５０」に改める。

第８条 川口市常勤の監査委員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１４５、１２月

に支給する場合においては１００分の１５０」を「１００分の１４７．５」に改

める。

（川口市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正）

第９条 川口市病院事業管理者の給与等に関する条例（平成１８年条例第３２号）

の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「１００分の１５５」を「１００分の１５０」に改める。

第１０条 川口市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を次のように改正す

る。

第６条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１４５、１２月

に支給する場合においては１００分の１５０」を「１００分の１４７．５」に改

める。

附 則

この条例は、令和２年１２月１日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６

条、第８条及び第１０条の規定は、令和３年４月１日から施行する。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１２９号

川口市職員の給与に関する条例及び川口市会計年度任用職員の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例

（川口市職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 川口市職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。

第１６条第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に

改める。

第２条 川口市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第１６条第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５

」に改める。

（川口市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正）

第３条 川口市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年条例第１８号）

の一部を次のように改正する。

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に

次の１項を加える。

（令和２年１２月に支給する期末手当に関する特例措置）

２ 令和２年１２月に支給する期末手当に係る第１５条において準用する一般職

給与条例第１６条第２項の規定の適用については、同項中「１００分の１２５

」とあるのは、「１００分の１３０」とする。

附 則

この条例は、令和２年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和

３年４月１日から施行する。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３０号

川口市学童等災害共済条例及び川口市学童等災害共済基金条例を廃止する等

の条例

（川口市学童等災害共済条例及び川口市学童等災害共済基金条例の廃止）

第１条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川口市学童等災害共済条例（昭和４４年条例第１７号）

(2) 川口市学童等災害共済基金条例（平成４年条例第９号）

（川口市特別会計条例の一部改正）

第２条 川口市特別会計条例（昭和３９年条例第１８号）の一部を次のように改正

する。

第１条中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を第７号とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第１条（第１号に係る部分に限る。）及び次項の規定 令和３年４月１日

(2) 第１条（第２号に係る部分に限る。）の規定 令和４年３月３１日

(3) 第２条及び附則第３項の規定 令和４年４月１日

（川口市学童等災害共済条例の廃止に伴う経過措置）

２ 前項第１号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に係る第１条（第１号に

係る部分に限る。）の規定による廃止前の川口市学童等災害共済条例に規定する

共済見舞金及び入院見舞金の支払、請求及び返還については、なお従前の例によ

る。

（川口市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置）

３ 第２条の規定による改正前の川口市特別会計条例に規定する川口市学童等災害

共済事業に係る令和３年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例

による。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３１号

川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例

（川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

）

第１条 川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第７２号）の一部を次のように改正する。

附則に次の見出し及び４項を加える。

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特

例）

７ 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等が

不足していることに鑑み、当分の間、第２９条第２項各号又は第４４条第２項

各号に定める数の合計数が１となる時は、第２９条第２項又は第４４条第２項

に規定する保育士の数は１人以上とすることができる。ただし、配置される保

育士の数が１人となる時は、当該保育士に加えて、市長が保育士と同等の知識

及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

８ 前項の事情に鑑み、当分の間、第２９条第２項又は第４４条第２項に規定す

る保育士の数の算定に当たっては、幼稚園若しくは小学校の教諭又は養護教諭

の普通免許状（教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２項に

規定する普通免許状をいう。）を有する者を、保育士とみなすことができる。

９ 附則第７項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する小

規模保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事業所（以下この項において「

小規模保育事業所Ａ型等」という。）において、開所時間を通じて必要となる

保育士の総数が当該小規模保育事業所Ａ型等に係る利用定員の総数に応じて置

かなければならない保育士の数を超えるときは、第２９条第２項又は第４４条

第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、市長が保育士と同等の知識

及び経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数か

ら利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た

数の範囲で、保育士とみなすことができる。
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１０ 前２項の規定を適用するときは、第２９条第２項又は第４４条第２項の規

定により算定される保育士の数（前２項の規定の適用がないものとした場合に

算定されるものをいう。）の３分の２以上の保育士（法第１８条の１８第１項

の登録を受けた者をいい、第２９条第３項若しくは第４４条第３項又は前２項

の規定により保育士とみなされる者を除く。）を置かなければならない。

（川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第２条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９

年条例第５８号）の一部を次のように改正する。

附則第４項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（保育所の職員配置に

係る特例）」を付し、附則に次の４項を加える。

５ 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園又は法第２４条第２項に

規定する家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第３５条第

２項ただし書の規定を適用しないことができる。この場合において、同項本文

の規定により必要となる保育士の数が１となる時は、当該保育士に加えて、市

長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

６ 前項の事情に鑑み、当分の間、第３５条第２項に規定する保育士の数の算定

については、幼稚園若しくは小学校の教諭又は養護教諭の普通免許状（教育職

員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条第２項に規定する普通免許状を

いう。）を有する者を、保育士とみなすことができる。

７ 附則第５項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する保

育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該保育所に係る

利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第

３５条第２項に規定する保育士の数の算定については、市長が保育士と同等の

知識及び経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総

数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて

得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

８ 前２項の規定を適用するときは、第３５条第２項の規定により算定される保

育士の数（前２項の規定の適用がないものとした場合に算定されるものをいう。

）の３分の２以上の保育士（法第１８条の１８第１項の登録を受けた者をいい、
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附則第４項又は前２項の規定により保育士とみなされる者を除く。）を置かな

ければならない。

（川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正）

第３条 川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２９年条例第５９号）の一部を次のように改正する。

第６条第３項の表備考第１号中「。以下この号」の次に「及び附則第７項」を

加える。

附則に次の見出し及び４項を加える。

（幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例）

６ 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第

６条第３項本文の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職

員（以下「職員」という。）の数が１となる場合には、当分の間、同項の規定

により置かなければならない職員のうち１人は、市長が保育教諭と同等の知識

及び経験を有すると認める者とすることができる。

７ 第６条第３項の表備考第１号に規定する者については、当分の間、小学校の

教諭の普通免許状を有する者又は養護教諭の普通免許状を有する者（現に当該

施設において主幹養護教諭又は養護教諭として従事している者を除く。）（以

下「小学校教諭等免許状所持者」という。）をもって代えることができる。こ

の場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は、補助者として従事する場

合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

８ １日につき８時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所

時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならな

い職員の数を超える場合における第６条第３項の表備考第１号に規定する者に

ついては、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員

に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、市長が

保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができ

る。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課

程に基づく教育に従事してはならない。
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９ 前２項の規定により第６条第３項の表備考第１号に規定する者を小学校教諭

等免許状所持者又は市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者

をもって代える場合においては、当該小学校教諭等免許状所持者並びに市長が

保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者の総数は、同項の規定によ

り置かなければならない職員の数の３分の１を超えてはならない。

（川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こど

も園の認定の要件を定める条例の一部改正）

第４条 川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定

こども園の認定の要件を定める条例（平成３１年条例第２０号）の一部を次のよ

うに改正する。

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に

次の見出し及び５項を加える。

（認定こども園の職員資格に関する特例）

２ 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第

５条第３項本文の規定により認定こども園に置かなければならない園児の教育

及び保育に直接従事する職員（以下「職員」という。）の数が１となる場合に

は、当分の間、第６条第１項、第２項及び第４項の規定にかかわらず、第５条

第３項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち１人は、

市長が幼稚園の教諭の普通免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及

び経験を有すると認める者とすることができる。

３ 第６条第１項及び第４項に規定する保育士の資格を有する者については、当

分の間、幼稚園若しくは小学校の教諭の普通免許状を有する者又は養護教諭の

普通免許状を有する者（現に当該施設において主幹養護教諭又は養護教諭とし

て従事している者を除く。次項及び附則第６項において同じ。）をもって代え

ることができる。

４ 第６条第２項に規定する幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の

資格を有する者（同項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、幼稚園

の教諭の普通免許状を有する者又は保育士の資格を有する者。次項及び附則第

６項において同じ。）については、当分の間、小学校の教諭の普通免許状を有
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する者又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。こ

の場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基

づく教育に従事してはならない。

５ １日につき８時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じ

て必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数

を超える場合における第６条第１項及び第４項に規定する保育士の資格を有す

る者並びに同条第２項に規定する幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保

育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職

員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて

得た数の範囲で、市長が幼稚園の教諭の普通免許状又は保育士の資格を有する

者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。こ

の場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基

づく教育に従事してはならない。

６ 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄

に定める者をもって代える場合においては、同欄に定める者の総数は、第５条

第３項の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数の３分の１

を超えてはならない。

附則第３項 第６条第１項及び第４項に 幼稚園若しくは小学校の教諭の
規定する保育士の資格を有 普通免許状を有する者又は養護
する者 教諭の普通免許状を有する者

附則第４項 第６条第２項に規定する幼 小学校の教諭の普通免許状を有
稚園の教諭の普通免許状を する者又は養護教諭の普通免許
有し、かつ、保育士の資格 状を有する者
を有する者

附則第５項 第６条第１項及び第４項に 市長が幼稚園の教諭の普通免許
規定する保育士の資格を有 状又は保育士の資格を有する者
する者並びに同条第２項に と同等の知識及び経験を有する
規定する幼稚園の教諭の普 と認める者
通免許状を有し、かつ、保
育士の資格を有する者

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３２号

川口市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例

川口市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第７４号）の一部を次のように改正する。

第１０条第２項ただし書中「第５項」を「第６項」に改め、同条中第５項を第６

項とし、第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。

４ 前項の規定にかかわらず、放課後児童健全育成事業者は、同項各号のいずれか

に該当する者（放課後児童支援員とされる日から起算して２年以内に同項の研修

を修了することを予定している者に限る。）を放課後児童支援員とすることがで

きる。

附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３３号

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

川口市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２５号）の一部を次のように改正

する。

第２２条第１号中「３３０，０００円」を「４３０，０００円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保

険法第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を

喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）のう

ち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得金額に係る所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同

条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与

等の収入金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以下この号におい

て同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５

に規定する総所得金額に係る同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得

について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未

満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０００円を超える者に限り、

年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１，１００，０００円

を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、４３

０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じ

て得た金額を加算した金額）」に改め、同条第２号中「３３０，０００円」を「４

３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３０，

０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得

た金額を加算した金額）」に改め、「（国民健康保険法第６条第８号の規定により

被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して

同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）」を削り、同条第３号中「３３０，

０００円」を「４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ
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っては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０

００円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改める。

第２３条中「前条第１号中「総所得金額」の次に「及び」を加え、「次号及び第

３号において同じ。）」を「以下この条において同じ。）及び」に改める。

第２６条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同項第５号とし、

同項第３号の次に次の１号を加える。

(4) １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある国民健康保険の被

保険者（２項世帯主を除く。）が３人以上属する世帯の納税義務者

附則第３項中「に所得税法（昭和４０年法律第３３号）」を「に所得税法」に改

め、「同条中「法第７０３条の５に規定する総所得金額」の次に「及び」を加え、

「、「法」を「「法」に、「とする。）」を「とする。）及び」と、「１，１００，

０００円」とあるのは「１，２５０，０００円」に改める。

附則第５項及び第６項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項

」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３４号

川口市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

川口市後期高齢者医療に関する条例（平成１９年条例第５３号）の一部を次のよ

うに改正する。

第６条第２項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（」

に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合」に改め、「（

以下「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を

「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市後期高齢者医療に関する条例第６条第２項の規

定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前

の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３５号

川口市介護保険条例の一部を改正する条例

川口市介護保険条例（平成１２年条例第３３号）の一部を次のように改正する。

第８条第２項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（」

に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合」に改め、「（

以下「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を

「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市介護保険条例第８条第２項の規定は、この条例

の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応す

る延滞金については、なお従前の例による。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３６号

川口市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市立図書館設置及び管理条例（昭和５３年条例第３６号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第１項の表川口市立前川図書館の項中「川口市前川１丁目３番１８号」を

「川口市前川３丁目４番２７号」に改める。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３７号

川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例

川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５年条例第３

２号）の一部を次のように改正する。

別表第１に次のように加える。

都市計画法第２０条第１項の規定により告示され 川口本町４丁目９番地
た川口本町４丁目９番地区地区計画の区域のうち地 区地区整備計画区域
区整備計画が定められた区域

別表第２に次のように加える。

川 川 (1) 勝馬投票券 ２，０ 隣地境界 ２ １００
口 口 発売所、場外 ００ 線の後退
本 本 車券売場その 距離
町 町 他これらに類
４ ４ するもの
丁 丁 (2) カラオケボ
目 目 ックスその他
９ ９ これに類する
番 番 もの
地 地 (3) 劇場、映画
区 区 館、演芸場又
地 は観覧場
区 (4) 風営適正化
整 法第２条第１
備 項第１号から
計 第５号まで及
画 び同条第１１
区 項に掲げる営
域 業に係るもの

(5) 倉庫業を営
む倉庫
(6) 原動機を使
用する工場で
作業場の床面
積の合計が５
０平方メート
ルを超えるも
の
(7) 法別表第２
（と）項第３
号及び第４号
並びに（ぬ）
項第３号に掲
げるもの

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３８号

川口市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例

川口市営住宅設置及び管理条例（平成９年条例第４７号）の一部を次のように改

正する。

第２０条第２項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（

」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合」に改め、「

（以下「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」

を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市営住宅設置及び管理条例第２０条第２項（第３

１条第２項、第３４条第３項、第５３条、第５４条、第５８条及び第６１条第４

項において準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施行の日以後の期間に

対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、な

お従前の例による。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１３９号

川口市火災予防条例の一部を改正する条例

川口市火災予防条例（昭和３７年条例第１３号）の一部を次のように改正する。

第８条の３第１項中「第４４条第１０号」を「第４４条第１１号」に改める。

第１１条の２第１項中「変圧して、」の次に「電気自動車等（」を、「原動機付

自転車をいう。」の次に「第１２号において同じ。）をいう。」を加え、「５０キ

ロワット」を「２００キロワット」に改め、第１４号を第１８号とし、第１３号を

第１７号とし、同項第１２号イを次のように改める。

イ 異常な高温とならないこと。

第１１条の２第１項第１２号に次のように加える。

ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した

場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した

場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

第１１条の２第１項中第１２号を第１６号とし、第１１号を第１２号とし、同号

の次に次の３号を加える。

(13) コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。

以下この号において同じ。）について、操作に伴う不時の落下を防止する措置

を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、こ

の限りでない。

(14) 急速充電設備のうち充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあ

っては、次に掲げる措置を講ずること。

ア 充電用ケーブルを冷却するために用いる液体が漏れた場合に、漏れた液体

が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。

イ 充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動

的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、

急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(15) 急速充電設備のうち複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に

同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異
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常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速

充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

第１１条の２第１項中第１０号を第１１号とし、第７号から第９号までを１号ず

つ繰り下げ、同項第６号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に

改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「電気を動力源とする自動車等」を「

電気自動車等」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「電気を動力源とす

る自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第５号とし、同項中第３号を

第４号とし、第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同項に第１号として次の

１号を加える。

(1) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を

防止するための措置が講じられているものを除く。）を屋外に設ける場合にあ

っては、建築物から３メートル以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造

り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

第４４条中第１４号を第１５号とし、第１０号から第１３号までを１号ずつ繰り

下げ、第９号の次に次の１号を加える。

(10) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の川口市火災予防条例第１１条の２の規定は、この条例

の施行の日以後に設置される同条第１項に規定する急速充電設備（以下「改正後

の急速充電設備」という。）（この条例の施行の際現に設置の工事がされている

ものを除く。）について適用し、同日前に設置され、又はこの条例の施行の際現

に設置の工事がされているこの条例による改正前の川口市火災予防条例第１１条

に規定する変電設備（改正後の急速充電設備であるものに限る。）及び同条例第

１１条の２第１項に規定する急速充電設備の位置、構造及び管理の基準について

は、なお従前の例による。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４０号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 オートレース場審判棟新築工事

２ 工 事 場 所 川口市青木５丁目２１番１号

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 ３７０，７００，０００円

５ 契約の相手方 埼玉県川口市青木２丁目５番１０号

埼玉建興株式会社

代表取締役 武 井 美 親

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４１号

訴えの提起について

市営住宅の明渡し等の請求に関し、訴えをさいたま地方裁判所に提起し、又は和

解するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規

定により次のとおり議決を求める。

１ 相手方

川口市大字道合１３２８番地の２

道合神戸住宅Ｅ－６０８号

大 林 晃二朗

２ 事件の内容

上記の者は、市営住宅の家賃を長期にわたり滞納しており、川口市の再三にわ

たる催告にもかかわらず、これを支払わなかった。そこで、市営住宅の明渡しを

求めるとともに、滞納家賃等の支払を求めるものである。

３ 請求の要旨

(1) 被告に対し物件目録記載の建物の明渡しを求めるもの

(2) 被告に対し滞納家賃及び支払済みに至るまでの延滞金並びに明渡しの完了す

る日までの損害賠償金の支払を求めるもの

(3) 被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの

(4) 仮執行の宣言を求めるもの

４ 事件の取扱い

(1) 上記の者から滞納家賃及び延滞金を完納する旨の申入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。

(2) 第１審又は第２審の判決の結果必要と認めた場合は、上訴するものとする。

物件目録

市営住宅の名称 道合神戸住宅

所 在 川口市大字道合１３２８番地の２

道合神戸住宅Ｅ－６０８号

床 面 積 ５５．００平方メートル
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令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４２号

専決処分の承認について

街路築造工事中の自動車脱輪事故に係るさいたま地方裁判所令和元年（ワ）第１

７８７号損害賠償請求事件に関し和解することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

さいたま地方裁判所令和元年（ワ）第１７８７号損害賠償請求事件に関し和解す

ることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により次のとおり専決処分する。

令和２年１０月７日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

-  23 -



裁判上の和解について

街路築造工事中の自動車脱輪事故に係るさいたま地方裁判所令和元年（ワ）第１

７８７号損害賠償請求事件について、次のとおり和解する。

１ 原告

川口市在住

女 性 ７３歳（事故当時７０歳）

２ 被告補助参加人

川口市所在

Ａ株式会社

３ 和解条項

(1) 被告補助参加人は、原告に対し、本件解決金として４０万円（既払金を除く。

）の支払義務があることを認める。

(2) 被告補助参加人は、原告に対し、前項の金員を、令和２年１１月１６日限り、

原告が指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は被告

補助参加人の負担とする。

(3) 被告は、道路工事に際し、事故の発生防止に努めるものとする。

(4) 原告は、その余の請求を放棄する。

(5) 原告、被告及び被告補助参加人は、原告と被告との間、原告と被告補助参加

人との間、被告と被告補助参加人との間には、本件に関し、本和解条項に定め

るもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

(6) 訴訟費用及び和解費用は各自の負担とする。
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議案第１４３号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口総合文化センター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市川口３丁目１番１号

公益財団法人川口総合文化センター

理事長 奥 ノ 木 信 夫

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４４号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立川口駅前市民ホール

２ 指定管理者となる団体の名称

東京都港区虎ノ門２丁目１０番４号

株式会社ホテルオークラエンタープライズ

代表取締役社長 正 岡 久 光

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４５号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市社会福祉センター

川口市老人福祉センター神根たたら荘

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 瀧 川 聡 史

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４６号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立領家保育所

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市栄町２丁目７番５号

社会福祉法人ひふみ会

理事長 吉 田 優

３ 指定の期間

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４７号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立南平児童センター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 瀧 川 聡 史

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４８号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立芝児童センター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市栄町１丁目４番１６号

株式会社コマーム

代表取締役社長 小 松 秀 人

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１４９号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市特別養護老人ホーム

川口市養護老人ホーム

川口市ケアハウス

川口市老人デイサービスセンター新郷れんげそう

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 瀧 川 聡 史

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１５０号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市老人福祉センター安行たたら荘

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 瀧 川 聡 史

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１５１号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市老人福祉センター芝たたら荘

川口市老人デイサービスセンター芝れんげそう

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 瀧 川 聡 史

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１５２号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市老人デイサービスセンター横曽根れんげそう

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 瀧 川 聡 史

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１５３号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市老人デイサービスセンター芝南れんげそう

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 瀧 川 聡 史

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１５４号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市老人デイサービスセンター鳩ヶ谷れんげそう

川口市生活介護きじばと

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 瀧 川 聡 史

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１５５号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市障害者短期入所施設しらゆりの家

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字木曽呂１３７４番地

社会福祉法人みぬま福祉会

理事長 高 橋 孝 雄

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１５６号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市就労継続支援きじばと

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 瀧 川 聡 史

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１５７号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市あさひコミュニティセンター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市朝日４丁目１９番１２号

朝日コミュニティ委員会

会長 鈴 木 昇

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１５８号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口緑化センター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字安行領家８４４番地の２

公益財団法人川口緑化センター

理事長 瀧 川 聡 史

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１５９号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市営植物取引センター

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字安行領家８４４番地の２

公益財団法人川口緑化センター

理事長 瀧 川 聡 史

３ 指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６０号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

青木町公園

中青木公園

荒川運動公園

川口自然公園

川口西公園

戸塚中台公園

川口西口緑地

ゴリラ公園

並木元町公園

並木元町北公園

並木元町中公園

並木元町南公園

戸塚下台公園

新郷東部公園

前田東公園

上新田公園

朝日中央公園

北原台公園

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市飯原町１４番１号

公益財団法人川口市公園緑地公社

理事長 清 水 竹 敏

３ 指定の期間
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令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

-  43 -



議案第１６１号

公の施設の指定管理者の指定の期間の変更について

次のとおり公の施設の指定管理者の指定の期間を変更することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立あさひ館

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市大字赤井１０５５番地

社会福祉法人川口市社会福祉事業団

理事長 瀧 川 聡 史

３ 指定の期間の変更

「平成２８年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日

から令和４年３月３１日まで」に変更する。

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６２号

市道路線の認定について

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２

項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

安 行
大字安行小山字根郷487番5地先 大 字 峯 字 後 8 1 8 番 2 1 地 先 0.9 100.1

第393-1号線

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６３号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

横 曽 根 2.2
南 町 2 丁 目 3 0 7 番 地 先 南 町 2 丁 目 3 1 6 番 地 先 ～ 9.4

第 3 6 7 号 線 3.0

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６４号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

南 平
元 郷 3 丁 目 1 1 8 6 番 地 先 元 郷 3 丁 目 1 1 8 5 番 2 地 先 1.8 7.8

第 4 6 4 号 線

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６５号

市道路線の廃止について

次の市道路線を廃止するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第

３項の規定により議決を求める。

記

重 要 な
路 線 名 起 点 終 点 幅 員 延 長

経 過 地 （ｍ） （ｍ）

安 行
大字安行小山字根郷474番3地先 大 字 峯 字 後 8 1 8 番 2 1 地 先 0.9 239.7

第 3 9 3 号 線

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第１６６号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

池 田 真 澄 昭和４２年２月２６日生 川口市並木元町１番６７－５１４

号

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 池 田 真 澄

生年月日 昭和４２年２月２６日

現 住 所 川口市並木元町１番６７－５１４号

平成１４年 ４月 ハートバンケット代表

平成２８年 ２月 埼玉県国民年金基金代議員

平成３０年 ２月 川口間税会理事
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議案第１６７号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

岡 田 公 子 昭和２７年２月１１日生 川口市飯塚４丁目３番３１－１０

３号 ドミール川口

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 岡 田 公 子

生年月日 昭和２７年２月１１日

現 住 所 川口市飯塚４丁目３番３１－１０３号 ドミール川口

平成１０年 ３月 有限会社ハーツコミュニケーションズ代表取締役

平成１３年 ４月 川口商工会議所女性会理事

平成２７年１２月 川口市自治基本条例運用推進委員会委員

平成３０年 ４月 人権擁護委員
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議案第１６８号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦するため、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。

記

坂 口 美津子 昭和２３年１月２日生 川口市大字芝５３８８番地

令和２年１１月３０日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

経 歴 書

氏 名 坂 口 美津子

生年月日 昭和２３年１月２日

現 住 所 川口市大字芝５３８８番地

平成２６年１２月 保護司

平成２７年 ４月 人権擁護委員

平成２７年 ８月 川口市同和対策審議会委員

平成３０年 ４月 人権擁護委員
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